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申告と納税の期限の一覧

税　　　目 申　　　　　　　告 納　　　　　　　　　　税

個 人 の 住 民 税

給与所得者については、給与支払者が
給与支払報告書を１月末日

６月から翌年５月まで毎月徴
収して翌月10日までに 特別徴収

公的年金所得者については、年金支払
者が公的年金等支払報告書を１月末日

毎年金支給月に徴収して翌月
10日までに 特別徴収

給与所得者・公的年金所得者以外の人
は３月15日

一般的に
６月・８月・10月・翌年１月 普通徴収

法 人 の 住 民 税
　 　 　 事 業 税

事業年度が終了した日から原則として
２か月以内 申告と同じ 申告納付

県 民 税 利 子 割 毎月分を翌月10日 申告と同じ 申告納入

県 民 税 配 当 割 配当等の支払いの翌月10日 申告と同じ 申告納入

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割 毎年分を翌年１月10日 申告と同じ 申告納入

個 人 事 業 税 ３月15日 第１期分８月、第２期分11月 普通徴収

不 動 産 取 得 税 取得した日から60日以内 納税通知書で定める日 普通徴収

地 方 消 費 税 法人は課税期間末日の翌日から２か月
以内、個人は３月31日 申告と同じ 申告納付

県 た ば こ 税 毎月分を翌月末日 申告と同じ 申告納付

市 町 村 た ば こ 税 毎月分を翌月末日 申告と同じ 申告納付

ゴ ル フ 場 利 用 税 毎月分を翌月15日 申告と同じ 申告納入

軽 油 引 取 税 毎月分を翌月末日 申告と同じ 申告納入

自動車税環境性能割
軽自動車税環境性能割 自動車の登録や使用の届出のとき 申告と同じ 申告納付

（証紙徴収）

自 動 車 税 種 別 割 自動車の取得、消滅又は変更のあった
日から10日以内

５月 普通徴収

新規登録のとき 証紙徴収

軽自動車税種別割

軽自動車等の所有者又は使用者となっ
た日から、通常15日以内

一般的には４月中
普通徴収
又は

証紙徴収

当初の申告から変更があった場合は、
変更のあった日から、通常15日以内

軽自動車等の所有者又は使用者でなく
なった日から、通常30日以内

鉱　産　税（市町村税） 
　掘採した鉱物の価格に応じて、鉱業者にかかります。

◆納 め る 人
　鉱物の掘採の事業を行う鉱業者

◆納 め る 額
　鉱物の価格の１％（制限税率は1.2％）
※１月間に掘採された鉱物の価格が200万円以下の場合は標準税率は0.7％、制限税率は0.9％

◆申告と納税
　鉱産税の納税者は、毎月１日から月末までの間において掘採した鉱物の数量、課税標準額、税額その他必要
な事項を記載した申告書を通常翌月の10日から月末までに市町村に提出するとともに、その申告による税金
を納めます。

入　湯　税（市町村税） 
　観光振興等にあてるため、鉱泉に入浴した人にかかります。

◆納 め る 人
　鉱泉浴場において入湯した人が、浴場の経営者を通じて納めます。

◆納 め る 額
　１人１日について150円（標準税率）
※１泊２日の入湯客については、これを１日として取り扱います。

◆申告と納税
　経営者が入湯客から料金と一緒に受け取り、毎月分を翌月15日までに市町村に申告し、納めます。
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